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公共事業の再評価に関する意見書 

 

佐久市で実施されている公共事業の見直しを行い、事業の継続・中止等の佐久市

公共事業再評価委員会からの提案について、住民益の確保の点から再評価の透明性

及び事業の効率性の一層の向上を図るために意見を述べる。 

 審議に当たっては、事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減及び代替案立

案の可能性など、様々な角度から本事業評価に対する検討を行った。 

 

【再評価対象事業】 

・公園名    佐久総合運動公園       ・事 業 名    都市公園事業 

・種別      運動公園           ・事業箇所    佐久市平賀他 

・事業目的    佐久市で提唱する「１市民、１スポーツ」の理念を実現すべく、

公式競技のスポーツ施設も念頭においた広域的な利用ができる

多目的総合運動公園の整備を目的とする。 

・事業採択年度 平成 12年度             ・全体事業費  64.03億円 

・事業期間   平成 12年 8月 28日～平成 31年 3月 31日 

・事業進捗率  68.6％ 

・施設内容   総面積 22.1ha  野球場 陸上競技場（サッカー競技場併設） 

補助競技場  マレットゴルフ場  クロスカントリーコース 

・再評価の理由 前回の再評価から５年経過継続中事業 

 

【審議結果】 佐久市公共事業再評価委員会の再評価書(案)のとおりとする。 

・事業の必要性           ・・・判定結果   継続 

・事業進捗の見込み         ・・・判定結果   継続 

・コスト縮減及び代替案立案の可能性 ・・・コスト縮減に取組む、代替案なし    

・総合評価と対応方針        ・・・対応方針   継続 

 

費用対効果については、事業全体における費用便益比の値が 1以上（1.19）、残

事業における費用便益比の値も 1 以上（1.20）であり、事業の必要性及び事業進

捗の見込みなども含め、本事業の妥当性が確認されたため、事業継続の判定結果

を承認する。 

しかし、国、県、市を取り巻く、経済・社会情勢は依然厳しい状況が見込まれ

ることから、今後の施設整備において、利用者・関係機関等と調整を行い仕様等

についても検討し、コストとのバランスを考慮する中で、利用者にとって使いや

すいものにしていく。 

また、維持管理経費削減の手法として、「指定管理者制度への移行」、「ネーミン

グライツ」、「アダプトシステムによる草刈、清掃活動」等について検討していく。 
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【意見・要望】 

・現在、東信地区の高校野球の主な大会は県営上田球場と小諸南城公園野球場で開

催されているが、佐久市には甲子園で活躍している高校もあるので、是非、現在

計画している規模を保持しながら、広域スポーツ交流の拠点として、早急に野球

場を整備し、佐久市での大会開催を希望する。 

また、野球場の整備においては高野連や体協の野球部など競技者団体の意見を

聞いて進めること。 

・駐車場の整備については公園全体の利用者の利便性を考えるとともに、大会運営

において重要なポイントとなるので、交流人口の創出を考えた時に広域の大会開

催や交通安全面を考慮した駐車場の整備を希望する。 

【審議経過】 

第１回 平成２６年１０月２７日（月）午後１時３０分から 

・佐久総合運動公園の概要について 

  事業概要の説明、現地視察 

・再評価の概要と実施について 

第２回 平成２６年１１月２５日（火）午前１０時から 

・再評価書（案）について 

再評価書（案）について審議し、委員会としての意見をまとめる。 
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